
☝：必須ではありません。

地権者等利害関係人
及び第三者機関 起業者 県知事（認定庁） 市町村長 北陸地方整備局長

法24②

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

事　業　認　定　の　手　続　（市 町 村 事 業 等）

地権者等利害関係人に対する事業説明会 

（☝事業認定申請等に関する事前相談） 

申請書の作成・申請 申請内容の確認 

申請書等の１部 
送付 法24① 

受理 

公告 

 

申請書等の 
写しの縦覧 

（2週間） 

縦覧終了の報告 
受理 

地権者等利害関係人の意

見書の提出があった場合 

 
ア）公聴会開催の要求の  

  意見書 
イ）事業認定について異 

    議有の意見書 

受理 

公聴会  

  法23① 
（法改正：

事業認定審議会  

法25の2② 
（法改正：H14.7.10施行） 

認定処分 法20 

告示（県公報） 法26① 

受理 
認定 
通知 

法26① 

認定した旨

の通知  

法26② 
法26の2① 

受理 

長期縦覧開始報告 

 

図面の 

長期縦覧 

 法26の2

② 

補償等の周知措置 受理 

土地等の取得完了届 

長期縦覧終了報告
法26の2② 

受理 

受理 

土地等の取得完了 受理 

（☝事前相談） 

ア） 
イ） 

受理 


